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　ディーデリク・スターペル（Diederik Stapel）の
ケース
　研究活動における最も有名な不正行為は，社会心理
学者であり，ティルブルグ大学社会科学部教授であっ
たディーデリク・スターペルのケースである。2011
年にこの事件が起きた時，私は彼と異なる学部のエコ
ノメトリクスの教授であったが，同じ大学だったの
で，その後について内部事情を知ることができた。
　スターペルは Science や他の一流学術誌に数多くの
業績を発表している，我々のスター科学者の一人で
あった。彼は市民が一般的に考えそうな仮説を実証的
に証明することができた（後に証明は偽りであること
が明らかになったが），心理学の“人気者”（“golden 
boy”）だった。例えば，彼はベジタリアンがある精
神的特徴を持っていると考えた。ベジタリアンは親切
で話し方が穏やかで，路上でも老婦人を助けてあげ
る，などなど，一方，そうでないミートイーターは大
きな声で話し，下品で信用できない，という仮説であ
る。ベジタリアンである私にとってこの仮説は魅力的
であり，スターペルが彼の主張を証明できるほど多く
の実証的観察を示せたことに，私は良い気分だった。
　ところが 2011 年 8 月，スターペルが長年にわたり
データを捏造していたことが明るみに出た。スターペ
ルの助言を受けながらプロジェクトに従事していた 3
人の若い研究者がこの捏造を見つけたのだった。彼ら
は学部長のところへ相談に行くことができなかった。
なぜならスターペル自身が当時の学部長だったから
だ。そこで総長―最高権限を持つ人物―に話をし
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に行った―この若い研究者たちは，とても思い切っ
た手段を取ったのだった。総長は大学近くの，スター
ペルと同じ地域に住んでおり，一緒にテニスをしたり
してスターペルのことをよく知っていた。
　新聞社がこのスキャンダルを知る前に総長が詳細を
把握し，スターペルを解雇するのに，わずか 2 日間し
かかからなかった。このことは学会から多くの称賛を
得て，大学の評判へのダメージを最小に抑えた。
　彼の研究活動における不正行為は，遅くとも 2004
年からデータの改竄や，実験全体の完全な捏造が行わ
れていたことが明らかになった。不正なデータは少な
くとも 30 の公刊された査読付き学術論文で使われて
いた。

　倫理委員会
　ティルブルグ大学は研究活動における不正行為につ
いて申し立てを行う正式手続きがないことに気づき，
コンフィデンシャル・カウンセラーとして 1 人の教授
を指名し，カウンセラーがさらなる調査を必要とする
と判断した場合，その申し立てを調査する 3 人の倫理
委員会を任命した。私はこの委員会に 6 年間従事し
た。ティルブルグ大学の後に続いて，オランダの他の
すべての大学が同様の委員会を設立した。
　委員会の役割は研究活動における不正を調査するこ
とであって，不正のほとんどは剽窃かデータ捏造のい
ずれかだが，どちらかに限定されるものではない。
我々は侮辱的で不適切なセクシャル・ハラスメントに
ついては，他の委員の仕事であるので調査は行わな
かった。

　グリリカス（Griliches）の話
　私たちの委員会はスターペル教授自身には関係して
いないが，彼の不正行為の余波に対処しなければなら
なかった。スターペルと一緒に研究活動を行っていた
博士課程の学生とテニュアのない助教がいたのだ。執
筆途中であった論文は無用なものになり，公刊論文は
今やその公刊を撤回されて彼らの履歴書から消え，し
たがって，テニュア獲得が近づいている助教たちに深
刻な影響を及ぼした。不正に対する責任をスターペル
だけが負うのは当然であると，一般には考えられた

（私も当然その通りだと考える）。我々委員会は，これ
らの共著者たちに対してどのように取り扱うかを判断
しなければならなかった。
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　その時の，そして今でも私の考えは，たとえ共著者
が論文のある特定の部分について何も寄与していな
かったとしても，論文全体について共に責任を負うべ
きである，ということだ。ハーバード大学のツブィ・
グリリカス教授はかつて私に以下のような話をしてく
れた。
　　 例えば君が骨の構造と，骨の一定の特徴の運動能

力に対する影響について研究しているとしよう。
君の共同研究者がエチオピアにいてデータを集
め，このデータを基に統計的分析をし，続いて共
同研究者と共著を出版する。そして，そのデータ
が捏造でないにしても，その論文を無価値にして
しまうような間違いが明らかになったとする。も
し，これが経済学のプロジェクトだったとした
ら，ほとんどの研究者は無実を主張し，データに
ついては何も関わっていない，と言うだろう。し
かし，自分自身でデータを集めることが，はるか
に一般的で重要な社会科学では，例え君がデータ
取集に関わっていなかったとしても，君は共に責
任を負うことになるだろう。

　グリリカスの話に私は強い感銘を受けた。経済学で
はデータ解析手法の開発やデータを実際に収集するこ
とは，未だにかなり過小評価されている。これはデー
タを用いて何をするのかが重要であって，データ自体
はそれほど重要でない，という間違ったシグナルを若
い研究者に送っている。そして，とても危険なシグナ
ルである。なぜなら，データを完全に理解することが
すべての実証研究の根底にあるべきだからである。
データは目の前の課題に対して理想的に適合するよう
なエラーのない，バイアスのない数字ではない。一般
に，データは制約や事前に信念を持つ人によって構築
される。効果的にデータを研究に使う前に，これらの
制約や事前信念を理解している必要がある。

　グリリカスの教訓の原則と応用
　私は，ツブィ・グリリカスが言った，共著者がプロ
ジェクト全体に対して共に責任があるというのは正し
いと今でも思っている。この原則を厳格に応用する
と，スターペルの博士課程の学生と若い共著者たちに
不正行為に対する責任を共に持たせ，彼らのキャリア
へ広範囲に及ぶ結果をもたらすことになる。私は当
初，委員会の他のメンバーに，この原則の応用が我々

の方針であり決定とすべきである，と納得させるよう
に試みた。しかし，彼らは反対し，やがて私の判断に
対して原則を緩めるように説得した。結局，我々は博
士課程学生に博士課程を（もちろん，捏造した資料を
使用しないで）続けることを許し，多大な時間を失っ
たので期間を 1 年延長した。
　助教たちの状況はより困難だった。彼らがテニュ
ア・トラックを始めてから何年経過したかによってス
ターペルとの共著をたいてい 1 本，2 本，あるいは 3
本持っており，それらのすべてが撤回されていた。
我々は彼らのテニュア期間を 1 年延長することをアド
バイスしたが，彼ら全員が苦しみ，何人かの若い研究
者は研究機関から去った。

　他の事例
　我々の小さな委員会の議長は法学の教授で，（当然
のことながら）手続きについて非常に厳格であり，も
う一人の同僚（社会学者）と私を幾度も絶望的な思い
にさせた。我々は，全員が完全に不正行為だと確信し
ているが，実際にはそれを証明できない多くの事例を
扱った。それらはすべて証明するのが困難なデータ改
竄の事例であった。証明するのが簡単な事例は剽窃で
あるが，不正行為があったと判定を下したのは，この
委員会での私の任期中ただ一度だった。それは過去の
博士課程学生で，アメリカの教授がすでに発表したア
イデアについて参照をつけないで博士論文に用いた事
例であった。この事例は明らかに不正行為だと考えら
れたが，すでに時間が経過しており，最終判断までに
外部の審査員の関与が求められた。いつもながら物事
は簡単ではない。この事例においても我々は，元学生
の指導教員に落ち度があったかどうか（我々は指導教
員に責任があると考えていたが），それについてどの
ように対処するかを判断しなければならなかった。最
終的には，何を意味するのか明らかでなかったのだ
が，指導教員に“学術的警告”を行った。そして，こ
れは今もって明らかではない。
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